
〔１〕 次の文は、学校給食法（昭和２９年６月３日法律第１６０号）第９条第１項、第１０条第１項である。文

中の（ア）～（ウ）に当てはまる言葉を書け。 

 

第９条 （ ア ）は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管

理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準

（以下この条において「学校給食衛生管理基準」という。）を定めるものとする。 

第１０条 栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学

校給食において摂取する食品と健康の保持増進との（ イ ）についての指導、食に関して特別の配慮

を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する（ ウ ）な

指導を行うものとする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関

連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な

措置を講ずるものとする。 

 

 

〔２〕 次の文は、食育基本法（平成１７年６月１７日法律第６３号）第２０条である。文中の（ア）～（ウ）に

当てはまる言葉を下のＡ～Ｆから一つずつ選び、その記号を書け。 

 

国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効果的に促進するこ

とにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、学校、保育所等における食育

の推進のための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわしい教職員の設置及び（ ア ）立場にある

者の食育の推進において果たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に関する（ イ ）の整備、学

校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる農場等における実習、

食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な（ ウ ）を通じた子どもの食に関する理解の促進、過度の痩

身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。 

 

Ａ 指導的     Ｂ 連絡体制     Ｃ 体験活動      

Ｄ 指導体制    Ｅ 主導的      Ｆ 探究活動 

 

 

〔３〕 第４次愛媛県食育推進計画（令和６年３月愛媛県）について、次の（１）、（２）の問いに答えよ。 

（１） 次の文は、「第４章 目指す食育推進の方向」の「３ 基本方針」である。文中の（ア）、（イ）に当ては

まる言葉を書け。 

 

① 家庭・学校・地域等、それぞれの役割に応じた食育の推進 

② （ ア ）と調和のとれた農林水産業と食文化に根ざした食育の推進 

③ （ イ ）としての新たな食育の推進 
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（２） 次の表は、食育の推進に当たっての達成目標の一部をまとめたものである。次のア～オのうち誤ってい

るものの組合せを下のＡ～Ｆから一つ選び、その記号を書け。 

 

 達成目標（令和１０年度） 

ア 朝食を欠食する若い世代（２０～３０歳代）の割合について、１５％以下を目指す。 

イ 学校給食における地場産物を使用する割合（金額ベース）について、６５％以上を目指す。 

ウ １日当たりの食塩摂取量について、２０歳以上は、７ｇ未満を目指す。 

エ １日当たりの野菜の摂取量について、児童・生徒（７～１４歳）は、３００ｇ以上を目指す。 

オ 食品ロス削減に積極的に取り組む県民の割合について、５０％以上を目指す。 

 

Ａ ア、イ     Ｂ イ、オ     Ｃ ウ、エ      

Ｄ ア、ウ、エ   Ｅ ア、エ、オ   Ｆ イ、ウ、オ 

 

〔４〕 次の文は、栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育～チーム学校で取り組む食育推進のＰＤＣＡ～（平

成２９年３月文部科学省）の「Ⅱ 実践《ＤＯ》」の「１ 食に関する指導 （（１）給食の時間における食に

関する指導」に示されている基本的な考え方の一部である。文中の（ア）～（ウ）に当てはまる言葉を下の

Ａ～Ｆから一つずつ選び、その記号を書け。 

 

学校給食は、学習指導要領において特別活動の「（ ア ）」に位置付けられていますが、特別活動の授業

時数に関しては「学校給食に係るものを除く」との記載があり、給食の時間における指導は特別活動の標準

授業時数には含まれていません。しかしながら、学習指導要領では、いずれの学年においても取り扱う内容

として「（１）学級や学校における生活づくりへの参画」と「（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長

及び（ イ ）」、「（３）一人一人のキャリア形成と自己実現」の三つを示しており、学校給食は、その中で

（２）エ「食育の（ ウ ）を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成」として示されていることから、

学級担任などにより、全ての学校において指導しなければなりません。 

 

Ａ 健康安全     Ｂ 学校行事     Ｃ 目標      

Ｄ 保健管理     Ｅ 学級活動     Ｆ 観点 

 

 

〔５〕 食に関する指導の手引－第二次改訂版－（平成３１年３月文部科学省）について、次の（１）～（４）の

問いに答えよ。 

（１） 次の文は、「第１章 学校における食育の推進の必要性」の「第５節 栄養教諭について」に示されてい

る内容の一部である。文中の（ア）、（イ）に当てはまる言葉の組合せとして正しいものを下のＡ～Ｄから

一つ選び、その記号を書け。 

 

〇 栄養教諭は、管理栄養士又は栄養士の免許を有しており、栄養に関する専門性と教育に関する資質を併せ

有する教師です。その専門性を十分に発揮し、特に学校給食を生きた（ ア ）として有効に活用すること

などによって、食に関する指導を充実していくことが期待されています。 

〇 （（ イ ）に栄養教諭の職務として、「児童の栄養の指導及び管理をつかさどる」ことが規定されています。 

 

Ａ ア：教訓   イ：学校給食法           Ｂ ア：教材   イ：学校給食法 

Ｃ ア：教訓   イ：学校教育法           Ｄ ア：教材   イ：学校教育法 
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（２） 次の文は、「第１章 学校における食育の推進の必要性」の「第６節 学校における食育の推進」の「１ 

食に関する指導の目標」に示されている内容の一部である。文中の（ア）～（ウ）に当てはまる言葉を下

のＡ～Ｆから一つずつ選び、その記号を書け。 

 

〔食に関する指導の目標〕 

学校教育活動全体を通して、学校における食育の推進を図り、食に関わる資質・能力を次のとおり育成する

ことを目指します。 

〔知識・技能〕 

食事の重要性や栄養バランス、食文化等についての（ ア ）を図り、健康で健全な食生活に関する知識や

技能を身に付けるようにする。 

〔思考力・判断力・表現力等〕 

食生活や食の（ イ ）について、正しい知識・情報に基づき、自ら管理したり判断したりできる能力を養

う。 

〔学びに向かう力・人間性等〕 

主体的に、自他の健康な食生活を実現しようとし、食や食文化、食料の生産等に関わる人々に対して感謝す

る心を育み、食事のマナーや食事を通じた（ ウ ）能力を養う。 

 

 

Ａ 自己管理       Ｂ 選択     Ｃ 意識改革      

Ｄ 人間関係形成     Ｅ 理解     Ｆ 役割 

 

（３） 「第６章 個別的な相談指導の進め方」の「第５節 具体的な指導方法」の「１ 方法及び流れ」に示

されている内容として誤っているものを次のＡ～Ｅから一つ選び、その記号を書け。 

 

Ａ 栄養教諭が中心となって、学級担任や養護教諭らと連携をして最初に目的と期間を決め、対象児童生徒を

抽出します。 

Ｂ 対象児童生徒に対して、アセスメントの結果から個人目標を設定します。 

Ｃ 栄養教諭は、「控える」や「少し多くする」のような表現を用いて栄養補給の計画を実行するための行動計

画を設定します。 

Ｄ 相談指導実施中は、行動計画の実行状況などを確認しながら進めます。 

Ｅ 相談指導の終了時に再アセスメントを行い、個人目標の状況や最初に行ったアセスメントからの変化を確

認します。 

 

（４） 令和６年２月、小学校の学校給食において、児童がうずらの卵を喉に詰まらせて窒息する事故が発生し

た。このような窒息事故を予防するために、栄養教諭が教職員へ示す未然防止のポイントを、三つ簡潔に

書け。 

 

  

ky
os
ai-
gu
ild
.jp



〔６〕 栄養管理について、次の（１）、（２）の問いに答えよ。 

（１） 学校給食実施基準（令和３年２月１２日文部科学省一部改正）の別表（第四条関係）の「児童又は生徒

一人一回当たりの学校給食摂取基準」について、次の①、②の問いに答えよ。 

① 次に示すものは、基準値が変更されたものである。（   ）に当てはまるものを下のＡ～Ｄから一つ選び、

その記号を書け。 

 

ナトリウム（食塩相当量）  ビタミンＡ   ビタミンＣ   食物繊維  （    ） 

Ａ カルシウム    Ｂ マグネシウム   Ｃ 鉄       Ｄ ビタミンＢ１ 

 

② ある１回の学校給食献立を作成する際、たんぱく質が３０ｇのとき、学校給食摂取基準の生徒（１２～１

４歳）のエネルギー基準値におけるたんぱく質エネルギー比率（％）を求めよ。ただし、解答は小数第２位

を四捨五入した値とする。 

（２） ブロッコリーのごま和えを給食で提供することになった。１人１５ｇのブロッコリーを使用するため、

６００人分として冷凍ブロッコリーを９ｋｇ注文していたが、品質不良により３．６ｋｇ使用できなくな

った。生のブロッコリーで不足分を補う場合、何ｋｇ追加注文すればよいか求めよ。ただし、冷凍ブロッ

コリーの廃棄部分はなし、生のブロッコリーの廃棄率は３５％とし、解答は小数第２位を四捨五入した値

とする。また、保存食採取分は考慮しないものとする。 

 

〔７〕 調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル（平成２３年３月文部科学省）の「第５章 その他」の「３ 

調理技術のワンポイントアドバイス」に示されている内容として誤っているものを次のＡ～Ｄから一つ選び、

その記号を書け。 

 

Ａ うすくちしょうゆはこいくちしょうゆより塩分が約２％高く、材料のもっている味を引き立てる働きをす

る。 

Ｂ 煮物にみりんを使用する場合は、基本的にはしょうゆの前に入れるが、照りをつけたい場合は、でき上が

りの１０分くらい前に入れる。 

Ｃ レモンの果汁から作ったレモン酢はクエン酸であるが、このクエン酸は、蒸発しやすい特徴をもっている

ので、加熱時間が長くなるほど酸味は薄れる。 

Ｄ 豆腐を料理に入れる前に煮汁に０．５％程度の食塩を入れておくと、にがりの作用が妨げられて「す」が

たつ時間を遅らせることができる。 
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〔８〕 学校給食の衛生管理について、次の（１）～（３）の問いに答えよ。 

（１） 学校給食衛生管理基準（平成２１年３月文部科学省告示第６４号）について、次の①～③の問いに答え

よ。 

① 次の文は、「第２ 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準」の「（２）学校給食設備」

に示されている内容の一部である。文中の（ア）、（イ）に当てはまる数字や言葉を書け。 

 

○ 共通事項 

共同調理場においては、調理した食品を調理後（ ア ）時間以内に給食できるようにするための配送車

を必要台数確保すること。 

○ シンク 

シンクは、食数に応じてゆとりのある大きさ、深さであること。また、下処理室における加熱調理用食品、

非加熱調理用食品及び器具の洗浄に用いるシンクは別々に設置するとともに、（ イ ）式構造とすること。

さらに、調理室においては、食品用及び器具等の洗浄用のシンクを共用しないこと。あわせて、その他の用

途用のシンクについても相互汚染しないよう努めること。 

 

② 調理開始前に使用水の水質検査を行ったところ、異常が見られたため、使用は不適となった。その後、再

検査を行ったところ、異常が見られなかった。その際に、「第３ 調理の過程等における衛生管理に係る衛生

管理基準」の「１ （４）調理過程 ②使用水の安全確保」に基づいて行うべきことについて、次の（ア）

～（ウ）に当てはまる数字を書け。 

 

水（ ア ）Ｌを保存食用の冷凍庫に（ イ ）℃以下で（ ウ ）週間以上保存する。 

 

③ （「第２ 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準」の「（１）学校給食施設 ①共通事項」

では、学校給食施設を、汚染作業区域、非汚染作業区域及びその他の区域に部屋単位で区分している。次の

ア～ウの部屋は、汚染作業区域と非汚染作業区域のいずれかである。それぞれどの区域であるか、組合せと

して正しいものを下のＡ～Ｈから一つ選び、その記号を書け。 

 

ア 食品の保管室          イ 配膳室          ウ 検収室 

 

 ア イ ウ 

Ａ 非汚染作業区域 非汚染作業区域 非汚染作業区域 

Ｂ 非汚染作業区域 非汚染作業区域 汚染作業区域 

Ｃ 非汚染作業区域 汚染作業区域 非汚染作業区域 

Ｄ 非汚染作業区域 汚染作業区域 汚染作業区域 

Ｅ 汚染作業区域 非汚染作業区域 非汚染作業区域 

Ｆ 汚染作業区域 非汚染作業区域 汚染作業区域 

Ｇ 汚染作業区域 汚染作業区域 非汚染作業区域 

Ｈ 汚染作業区域 汚染作業区域 汚染作業区域 
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（２） 次の文は、調理場における洗浄・消毒マニュアルPartⅡ（（平成２２年３月文部科学省）の「第２章 施

設の洗浄・消毒マニュアル」の「１１．便所」に示されている内容の一部である。文中の（ア）～（ウ）

に当てはまる言葉の組合せとして正しいものを下のＡ～Ｈから一つ選び、その記号を書け。 

 

便所には、ノロウイルスや腸管出血性大腸菌 O１５７をはじめとする病原微生物が存在している可能性

があります。これらの病原微生物を便所から持ち出さないために、便所は常に清潔に保つことが大切です。 

〇 清掃・消毒のタイミング 

・ 便所の清掃及び消毒は、調理（ ア ）に行う。 

〇 清掃・消毒の順番 

・ 汚染度が（ イ ）箇所から順に清掃・消毒する。 

〇 清掃・消毒担当者の衛生保持 

・ 調理衣を着用して便所に入らない。 

・ 清掃者は、病原微生物感染防止のために「ゴム手袋」、「マスク」を装着する。嘔吐物、下痢便の処

理時や、病原微生物保有者の存在が確認されたときには、更に「使い捨てエプロン」を装着する。 

・ 便所を清掃・消毒した後は「（ ウ ）手洗い」をする。 

 

 

 ア イ ウ 

Ａ 開始前 高い 標準的な 

Ｂ 開始前 高い 作業中の 

Ｃ 開始前 低い 標準的な 

Ｄ 開始前 低い 作業中の 

Ｅ 終了後 高い 標準的な 

Ｆ 終了後 高い 作業中の 

Ｇ 終了後 低い 標準的な 

Ｈ 終了後 低い 作業中の 

 

（３） 学校給食調理従事者研修マニュアル（平成２４年３月文部科学省）の「第６章 衛生管理を充実させる

ための手順」の「Ⅱ ソフト面について 作業工程表と作業動線図の作成」に示されている内容として誤

っているものを次のＡ～Ｄから一つ選び、その記号を書け。 

 

Ａ 作業工程表は、できあがり時間から逆算してタイムスケジュールを設定することで、調理終了から喫食

までの時間を短縮することができる。 

Ｂ 作業工程表の作成に当たって、時間帯によって調理員にゆとりを持たせるために、仕事内容が空欄にな

っている箇所を作る。 

Ｃ 汚染度の高い食品（肉・魚・卵等）を扱う作業と汚染させたくない食品を扱う作業（非加熱調理用食品

や和えもの）を明確に区分して、掛け持ち作業を行わせない。 

Ｄ 汚染度の高い食品と汚染させたくない食品の動線が交差する場合は、作業工程表で時間差をつけてタイ

ムスケジュールを組む。 
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〔９〕 食物アレルギーへの対応について、次の（１）～（３）の問いに答えよ。 

（１） 次の文は、学校給食における食物アレルギー対応指針（平成２７年３月文部科学省）の「Ⅲ 総論 ① 

学校給食における食物アレルギー対応の考え方」の「学校給食における食物アレルギー対応の原則的な考

え方」に示されている内容の一部をまとめたものである。文中の（ア）、（イ）に当てはまる言葉の組合せ

として正しいものを下のＡ～Ｄから一つ選び、その記号を書け。 

 

代替食の場合、（ ア ）をした献立に代替する献立・食材を加える。ただし、アレルギー対応献立はでき

る限り最小限に集約して調理するようにし、原因食物ごとに別々の献立や調理方法を（ イ ）。 

 

Ａ ア：完全除去  イ：設定する           Ｂ ア：必要最小限の除去  イ：設定する 

Ｃ ア：完全除去  イ：設定しない          Ｄ ア：必要最小限の除去  イ：設定しない 

 

（２） 食品表示法（平成２５年法律第７０号）第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平成２７年内閣府

令第１０号）により定められている「特定原材料」について、令和５年３月に新たに追加された食品を一

つ書け。 

 

（３） 次の文は、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン《令和元年度改訂》（公益財団法人日本

学校保健会）の「第２章 疾患各論 １．食物アレルギー・アナフィラキシー」の「Ｃ『原因食物・除去

根拠』欄の読み方」に示されている内容の一部である。文中の（ア）～（ウ）に当てはまる言葉を下のＡ

～Ｆから一つずつ選び、その記号を書け。 

 

〇 明らかな症状の既往 

過去に、原因食物の摂取により明らかなアレルギー症状が起きているので、除去根拠として高い位置付け

になります。 

ただし、（ ア ）などの主な原因食物は年齢を経るごとに耐性獲得することが知られています。実際に乳

幼児早期に発症する食物アレルギーの子供のおよそ９割は就学前に耐性獲得するので、直近の数年以上症状

が出ていない場合には、“明らかな症状の既往”は除去根拠としての意味合いを失っている可能性もありま

す。主な原因食物に対するアレルギーがあって、（ イ ）以降に食物経口負荷試験などの耐性獲得の検証が

行われていない場合には、既に食べられるようになっている可能性も十分に考えられるので、改めて（ ウ ）

に相談する必要があります。 

 

Ａ 鶏卵、牛乳、小麦  Ｂ 乳児期           Ｃ 主治医   

Ｄ 幼児期       Ｅ ピーナッツ、ソバ、甲殻類  Ｆ 養護教諭 
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〔１０〕 次の（１）、（２）の問いに答えよ。 

（１） 次の文は、災害時に備えた食品ストックガイド（平成３１年３月農林水産省）の一部である。文中

の（   ）に当てはまる言葉をカタカナで書け。 

 

普段の食品を少し多めに買い置きしておき、賞味期限を考えて古いものから消費し、消費した分を買い

足すことで、常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状態を保つための方法を（   ）という。 

 

（２） 次の文は、愛媛県のあるオリジナルかんきつについて説明したものである。文中の（   ）に当

てはまる言葉を書け。 

 

令和７年３月、愛媛県産かんきつの新品種の本格出荷が開始された。愛媛を代表する「紅まどんな（愛

媛果試第２８号）」と「甘平」を交配して生まれた新品種で、平成１７年に愛媛県みかん研究所で育成を開

始した県オリジナル品種である。品種名は「愛媛果試第４８号」、愛媛県の登録商標は「（   ）」である。

出荷時期は「紅まどんな」や「甘平」よりやや遅いため、３品種の時期をずらしながら連続するリレー出

荷が期待できる。 
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１ ア 文部科学大臣 イ 関連性 ウ 実践的    

２ ア Ａ イ Ｄ ウ Ｃ    

３ 
（１） ア 環境 イ 県民運動     

（２） Ｂ        

４ ア Ｅ イ Ａ ウ Ｆ    

５ 

（１） Ｄ        

（２） ア Ｅ イ Ｂ ウ Ｄ （３） Ｃ 

（４） 

・食べ物は食べやすい大きさにして、よく噛んで食べるよう指導すること。 

・早食いは危険であることを指導すること。 

・給食の際は、学級担任等が注意深く児童生徒の様子を観察すること。 

・咀嚼及び嚥下の能力には個人差があるので、個別の対応が必要な児童については、全教職員

の間で共通理解を図ること。 

・特別な支援を要する児童生徒については、食事中に必ず教職員が付き添い、目を離さないよ

うにすること。 

６ （１） ① Ｃ ② 14.5％ （２） 5.5ｋｇ  

７ Ｃ         

８ 
（１） 

① ア ２ イ 三槽    

② ア １ イ -20 ウ ２  

③ Ｆ       

（２） Ｇ （３） Ｂ      

９ 
（１） Ｃ （２） くるみ      

（３） ア Ａ イ Ｄ ウ Ｃ   

10 （１） 
ローリングス

トック 
（２） 紅プリンセス     
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